
  

 

災害復旧ローンの取扱い開始について 

 

この度の令和３年８月の大雨により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げ

ます。 

当金庫では、大雨により被害を受けられました皆様の生活再建をご支援するため、下

記のとおり災害復旧ローンの取扱いを開始いたしましたので、お知らせいたします。 

 

ご利用になれる方 

災害により被害を受けた方で下記の全てに該当する方 

○当金庫の営業地域内に居住または勤務される方 

○満２０歳以上の方 

○一般社団法人しんきん保証基金の保証が受けられる方 

お 使 い み ち 

・ 被災からの生活再建にかかる次の資金 

○住宅の補修・修繕費用 

○自動車の修理・買換費用 

○家具・家電等の修理・買換費用 

原則として購入先等へ振込にてお支払頂きます。 

※支払先が申込人またはその配偶者・親・子が営む法人・

自営業となる資金、事業性資金、支払済資金については

ご利用できません。 

ご 融 資 金 額 ５００万円以内 

ご 融 資 期 間 ３か月以上１０年以内（元金据置期間は６か月以内） 

ご 融 資 利 率 １．２５０％（変動金利・保証料込（0.25％））  

ご 返 済 方 法 
元利均等または元金均等返済およびボーナス併用 

（ボーナス返済額は融資額の５０％以内） 

担保・保証人 必要ありません 

必要書類 

○本人確認資料 

○資金使途確認資料（見積書、注文書、請求書、工事請負契約書） 

○収入を確認できる資料 

○振込依頼書 

 ＊お申込みに際しましては、当金庫所定の審査をさせていただきます。 

 

～ 営業店窓口 ～ 和良支店  （０５７５）７７－２２２６ 

本店営業部 （０５７５）６５－３１２１ 金山支店 （０５７６）３２－２７７９ 

白 鳥 支 店 （０５７５）８２－２５３６ 大和支店 （０５７５）８８－３１１１ 

荘白川支店 （０５７６９）５－２３３６ 美並支店 （０５７５）７９－３４５０ 

高 鷲 支 店 （０５７５）７２－５１３３ 小野支店 （０５７５）６５－２９８８ 

 

 


